
指定管理者制度適用施設の概要・制度適用方法

１ 施設の概要

⑴ 名称 米子市シルバーワークプラザ

⑵ 所在地 米子市錦町一丁目１１０番地

⑶ 構造 鉄骨造り二階建て

⑷ 敷地面積 １，３６８平方メートル

⑸ 建築面積 ６１１．５平方メートル

⑹ 開館日 平成８年４月１日

⑺ 主な施設内容 １階 理事長室・事務室・作業室・倉庫

２階 多目的室（136.5 ㎡）・会議室（20 人）・休憩室・作業室

※一般共用部分 多目的室・会議室

⑻ 施設の設置目

的（総合計画との

関連性等）

プラザは、健康で働く能力や意欲のある高年齢者の就業・研修・

会議等の便宜を供与することにより、高年齢者の能力活用及び社

会参加を推進するため設置されている。

市の総合計画では、働く意欲のあるすべての人が就労できる生涯

現役社会の実現に努めることとしており、豊富な経験やスキルを

持つ高齢者の働く意欲のある人材を就労につなげることで、社会

参加のための環境づくりが図られる。このため、プラザでは次に

掲げる事項を実施する。

・シルバー人材センターの活用による高齢者の社会参加の促進

⑼ 施設の現状 プラザは、高年齢者の能力活用及び社会参加を推進するため、働

く能力や意欲のある高年齢者の就業・研修・会議等の便宜を組織

的に提供し、シルバー人材センター事業の拠点として運用されて

いる。

⑽ 施設の運営状

況（令和２年

度）の概要

ア 利用許可件数 ４２７件

イ 利用者数 ３，３２０人

ウ 利用料金収入額 ０円

使用料の免除対象となる高年齢者の労働能力活用を目的と

した事業以外の利用がなかった。

エ 主な自主事業

ありません。

オ 管理運営費（支出額の合計） ７９６千円（消耗品費、修繕

料、光熱水費、通信費、清掃業務・警備業務・施設保守業務

に係る委託料）



２ 制度適用方法

⑴ 指定の期間

令和３年４月１日～令和８年３月３１日（５年間）

⑵ 業務の範囲及び管理の基準（主なもの）

ア 施設等の維持管理

イ 施設等の利用の許可

・指定管理者は、市長の承認を受けて、開館時間及び休館日の変更が可能

・指定管理者は、使用許可事務を代行

・利用料金制度は採用しない（収納事務を別に契約）

ウ 利用の促進

⑶ 管理業務の処理体制

職員の適正配置のほか体制の整備。なお、施設には、統括責任者として理事長１人

を、これを補佐する者として事務局長１人を置く。

⑷ 市が直接行う業務

ア 市に専属的に付与された行政処分（目的外使用の許可など）

イ 米子市シルバー会員理事者会議の開催

⑸ 管理業務の処理に必要な経費

指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、指定管理料の収入によって賄う。

⑹ その他の条件

ア 指定管理者は、プラザを使用することに許可を受けている団体と連携協力に努め

ること。

イ 市は、災害の発生その他特別の事業がある場合は、プラザの施設等を優先的に使

用することがあること。この場合において、指定管理者は、これに協力しなければ

ならない。


